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はじめに

　わが国では，世界でも類を見ないスピードで急速

に少子高齢化が進んでおり，高齢化に伴い，ケアを

必要とする患者数は増大し，医療現場ではより多く

の看護職が必要とされている．しかし，労働人口は

減少しつつあり，看護師不足を大量養成で補うとい

う方法は限界を超え，さらに，養成した看護師が数

年経つと離職する状況はかわらず，日本の看護職の

年齢階層別の就業率をみると，20 代後半から 30 代

にかけて急激に低下し，看護職は一度辞めてしまう

と復職する者が少ないという特徴があるといわれて

いる1）．

　昼夜を問わず医療サービスを提供していくことが

求められている医療現場において，結婚・出産の影

響を受けやすい女性が大半を占める看護職が働き続

けるには多くの困難が伴い，画一的な交代制勤務で

は，両立が困難となり，家庭の負担が大きい者は退

職を余儀なくされる．働き続けたいのに辞めざるを

得ない看護職と人員不足に悩む医療施設という二重

の問題だけでなく，結果的に患者ケアの低下を招く

という悪循環につながると考えられている．

　日本看護協会では，2010 年から「看護職のワーク・

ライフ・バランス（以下，WLB）推進ワークショッ

プ」事業がスタートした．鳥取県看護協会でも，

2012 年より日本看護協会の「看護職の WLB 推進

ワークショップ事業」に参加し，看護職が働き続け

られる勤務環境・労働条件作りの支援が開始された．

翌 2013 年に鳥取県内の病院を対象に，鳥取県にお

ける WLB に関する実態調査2）を行った．その結果

は，病院として WLB に組織的に取り組んでいる施

設は，回答した施設の 23.3％であり，WLB を検討

する委員会がある施設は，回答した施設の 30％で

あった．

　「WLB の捉え方と WLB 政策」は，（図 1）のよ

うに現され，WLB を実現するために，企業は「WLB

管理システム」を整備し，WLB に関する経営方針
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を立案し，実行するための仕組み（WLB 推進体制）

を構築する必要性がある．さらに，その推進体制の

もとで，WLB を実現するための制度として，［WLB

基盤制度（以下，基盤制度）］と［WLB 支援制度（以

下，支援制度）］という二つからなる「WLB 制度」

が導入される必要性がある3）．

　西岡4）が，「支援制度」と「基盤制度」との間に

は有意な相関関係が確認され，「基盤制度」の整備

状況が「支援制度」の導入に影響を与えているとい

うように，「WLB 推進体制」及び「基盤制度」と「支

援制度」の関連を分析することで，WLB 推進の変

化が確認できると考えられる．

　本研究では，2013 年と 2015 年に行った調査結果

より，鳥取県の病院における看護職の WLB 推進体

制と WLB 制度の変化を明らかにすることを目的と

する．

１ ．研究の目的

　鳥取県の病院における看護職の WLB 推進体制と

WLB 制度の 2 年間の変化を明らかにすることを目

的とする．

２ ．研究の方法

　（1）調査方法：自記式質問紙調査

　（2）対象者：鳥取県内の 45 病院の看護部長及び

看護部の代表

　（3）データ収集期間：2015 年 11 月 1 日～11 月

30 日

　（4）データ収集方法：鳥取県内の 45 病院の看護

部長あてに調査依頼を文書で行い，承諾が得られる

場合，【看護職の WLB 等に関する調査票】を記載

の上，同封の封筒に入れ返信をいただいた．

　（5）比較データについて

　2013 年に今回と同じ調査項目で「鳥取県におけ

る WLB に関する実態調査」を行った結果を比較

データとして使用する．

　（6）調査項目

1）対象施設の属性に関する項目

　　属性に関しては，設置主体と病床数．

2）WLB 推進体制についての項目

　 　WLB 推進体制として，WLB への組織的取り

組みの程度（取り組んでいる，まあまあ取り組ん

でいる，取り組んでいない，の 3 段階），看護部

としての WLB への組織的な取り組みの程度（取

り組んでいる，まあまあ取り組んでいる，取り組

んでいない，の 3 段階），WLB を検討する委員

会の有無．

3）看護職のワーク・ライフ・バランス推進ガイド

ブック5）を参考に作成した基盤制度項目と支援制

度項目

① WLB 基盤制度（人的資源管理）項目

　労働安全衛生（9 項目），労働時間管理（8 項目），

夜勤・交代制勤務の改善（5 項目），医療安全・リ

スクマネジメント（2 項目），人事制度（4 項目），

図 1　WLB の捉え方と WLB 政策
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教育研修制度（4 項目）の 6 カテゴリー，32 項目に

ついて，「できている：3 点」「だいたいできている：

2 点」「あまりできていない：1 点」「できていない：

0 点」の 4 件法で測定し，点数が高いほど基盤制度

が整っていることを意味する．

② WLB 支援制度項目

　働く時間の長さが選べる（3 項目），働く時間帯・

曜日が選べる（3 項目），交代制の働き方が選べる（4

項目），働く場所が選べる（1 項目），業務にバリエー

ションがある（3 項目），常勤と非常勤，勤務形態が

選べる（1 項目），各種の「使える」休暇制度がある

（7 項目），復職支援制度がある（4 項目），パート職

員・非常勤職員の待遇（3 項目），経済的支援（3 項目），

子育て支援（5 項目），相談支援（2 項目）の 12 カ

テゴリー，39 項目について，「導入済み：3 点」「現

在検討中：2 点」「今後検討予定：1 点」「今後も検

討予定なし：0 点」の 4 件法で測定し，点数が高い

ほど支援制度が整備されていることを意味する6）．

　（7）用語の定義

1）WLB 推進体制：WLB 実現のための経営方針か

らそれを実行するための仕組み7）．

2）WLB 基盤制度：「仕事の充実」と「生活の充実」

を同時に実現できるように，「社員がどのように

働くのか」「働いた成果がどのように評価される

のか」等を決める人事管理上の仕組み．配置・異

動，働き方，評価などに関わる制度から構成され

るもの8）．

3）WLB 支援制度：個人が仕事と生活の両立をは

かりながら，ライフ・ニーズを充実できるように，

社員の健康管理，家庭生活，社会活動，自己啓発

を直接支援するための制度などをいう9）．

　（8）データ分析方法：

1）対象施設の属性で，設置主体，病床数について，

度数と割合を集計した．

2）病院としての WLB への組織的取り組み，看護

部としての WLB への組織的な取り組み，WLB

を検討する委員会の有無について，度数と割合を

集計し，2013 年と 2015 年について，χ2 検定で分

析した．

3）基盤制度項目と支援制度項目の平均点及び標準

偏差を算出し，2013 年と 2015 年の結果を比較し，

Mann-Whitney の U 検定で分析した．

4）基盤制度と支援制度のカテゴリーについて，

Spearman の相関係数を算出した．

5）統計解析は，SPSSVer. 24 を使用し，有意水準

は 5％以下とした．

　（9）倫理的配慮

　本研究は，鳥取看護大学・鳥取短期大学研究倫理

審査委員会で承認（承認番号 2015-16）を得た後に，

鳥取県内の看護部長へ文書で，研究目的，研究方法，

倫理的配慮について説明し，調査用紙の回答をもっ

て同意とした．

３ ．結果

　2015 年の調査では，45 病院に調査依頼を行い，

回答の得られた施設は 24 施設（回答率 53.3％）で

あった．

　（1）対象施設の属性について（表 1）

　設置主体は，独立行政法人 2 件（8.3％），公益法

人 2 件（8.3％），医療法人 9 件（37.5％），社会福祉

法人 1 件（4.2％），その他 8 件（33.3％），無回答 2

件（8.3％）であった．

　病床数は，100 床未満 6 件（25.0％），100～200 床

9 件（37.5％），200～300 床 2 件（8.3％），300～400

床 3 件（12.5％），400～500 床 2 件（8.3％），500 床

以上 1 件（4.2％），無回答 1 件（4.2％）であった．

　（2）推進体制について（表 2）

　病院として WLB に組織的に取り組んでいるかに

ついて，「取り組んでいる」は，12 件（50.0％），「ま

あまあとりくんでいる」は，6 件（25.0％），「取り

組んでいない」は，6 件（25.0％）であった．

　看護部として WLB に組織的に取り組んでいるか

どうかについて，「取り組んでいる」は，17 件

（70.8％），「まあまあとりくんでいる」は，6 件

（25.0％），「取り組んでいない」は，1 件（4.2％）
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であった．

　WLB を検討する委員会の有無については，「あ

る」が 12 件（50％），「ない」が 9 件（37.5％），無

回答 3 件（12.5％）であった．

　2013 年と 2015 年のいずれの項目も，有意差は認

められなかった．

　（3）WLB 基盤制度と WLB 支援制度について

1）WLB 基盤制度の 2013 年と 2015 年の平均点の

比較（表 3）

　WLB 基盤制度の 6 カテゴリー全てにおいて，

2013 年より 2015 年の平均点が高い結果であった．

項目別にみると，労働安全衛生のカテゴリーの中の

「インフルエンザの予防接種補助」「外部相談機関

の利用勧奨」の平均点が 0.1 点低下した以外は，す

べての項目で，2013 年より 2015 年の平均点が高

かったが，有意差は認められなかった．

2）WLB 支援制度の 2013 年と 2015 年の平均点の

比較（表 4）

　WLB 支援制度の 12 カテゴリーにおいて，「働く

時間帯・曜日が選べる」「常勤と非常勤，勤務形態

が選べる」「各種の使える休暇制度がある」「子育て

支援」「相談支援」で，2013 年より 2015 年の平均

点が高くなっていた．特に「子育て支援」は，2013

年 に 2.4（± 2.71） 点 で あ っ た が，2015 年 は 4.4

（表 1）　対象施設の属性

前回（2013 年） 今回（2015 年）
（N=30） （N=24）

件数 ％ 件数 ％

設置主体 独立行政法人 4 13.3% 2 8.3%
公益法人 2 6.7% 2 8.3%
医療法人 11 36.7% 9 37.5%
社会福祉法人 3 10.0% 1 4.2%
その他 10 33.3% 8 33.3%
無回答 0 0.0% 2 8.3%

病床数 100 床未満 7 23.3% 6 25.0%
100～200 床未満 11 36.7% 9 37.5%
200～300 床未満 3 10.0% 2 8.3%
300～400 床未満 5 16.7% 3 12.5%
400 床以上 4 13.3% 3 12.5%
無回答 0 0.0% 1 4.2%

（表 2）　組織的取り組み

前回（2013 年） 今回（2015 年）
p 値（N=30） （N=24）

件数 ％ 件数 ％

病院として WLB に
組織的に取り組んで
いる

取り組んでいる 7 23.3% 12 50.0% 0.088
まあまあ取り組んでいる 15 50.0% 6 25.0%
取り組んでいない 8 26.7% 6 25.0%

看護部として WLB
に組織的に取り組ん
いる

取り組んでいる 15 50.0% 17 70.8% 0.206
まあまあ取り組んでいる 10 33.3% 6 25.0%
取り組んでいない 5 16.7% 1 4.2%

WLB を検討する委
員会の有無

ある 9 30.0% 12 50.0% 0.188
ない 15 50.0% 9 37.5%
無回答 6 20.0% 3 12.5%
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（表 3）　WLB 基盤制度の 2013 年と 2015 年の比較

前回（2013 年） 今回（2015 年）
平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 p 値

1．労働安全衛生 19.5 4.32 19.6 3.87 0.906

①メンタルヘルス対策  2.1 0.73 2.2 0.78 0.615
②腰痛対策  1.2 0.74 1.5 0.79 0.113
③感染対策  2.6 0.49 2.7 0.55 0.478
④健康診断・健康教育  2.7 0.46 2.7 0.54 0.653
⑤人間ドック費用負担  1.8 1.41 2.0 1.36 0.593
⑥カウンセラーの配置  1.5 1.36 1.7 1.38 0.724
⑦インフルエンザの予防接種補助  3.0 0.00 2.9 0.45 0.123
⑧定期健康診断（法定外）  2.3 1.11 2.3 1.19 0.831
⑨外部相談機関の利用勧奨  1.8 1.07 1.7 0.88 0.779

2．労働時間管理 13.5 4.19 16.0 4.24 0.160

①時間外労働の把握・削減  2.3 0.77 2.3 0.81 0.920
②業務整理・チーム医療の推進  1.9 0.76 2.2 0.61 0.071
③年次有給休暇：休暇数の把握  2.6 0.57 2.8 0.38 0.116
④年次有給休暇：取得促進  1.9 0.85 2.2 0.82 0.238
⑤年次有給休暇：計画的付与  1.2 1.11 1.8 1.07 0.063
⑥時間単位の有給休暇  2.3 1.21 2.5 1.10 0.335
⑦リフレッシュ休暇  1.9 1.27 1.9 1.37 0.904
⑧アニバーサリー休暇  0.6 0.89 0.8 1.23 0.818

3．夜勤・交代制勤務の改善  7.9 4.00 9.0 2.71 0.389

①仮眠の確保  1.6 1.05 1.8 0.93 0.584
②時間間隔の確保  1.9 1.13 2.1 0.90 0.675
③夜勤時間短縮  1.1 0.97 1.2 1.01 0.656
④適当な睡眠又は仮眠の場所の設置  2.2 1.09 2.4 0.80 0.716
⑤男女別の仮眠室の設置  1.2 1.41 1.5 1.16 0.387

4．医療安全・リスクマネジメント  4.6 1.32 5.0 1.22 0.274

①医療事故対策  2.5 0.64 2.6 0.71 0.448
②暴力・ハラスメント対策  2.0 0.79 2.3 0.76 0.182

5．人事制度  7.7 3.41 8.7 2.92 0.412

①評価制度の整備  1.8 1.02 2.0 1.20 0.439
②目標管理の導入  2.2 0.90 2.4 0.78 0.414
③給与制度の整備  2.0 1.04 2.5 0.85 0.053
④働き方に応じた処遇  1.7 1.10 1.7 1.18 0.895

6．教育研修制度  9.1 3.13 9.4 2.59 0.836

①キャリア形成支援  2.0 1.00 2.1 0.99 0.731
②資格取得支援  2.4 0.79 2.7 0.56 0.182
③教育責任者の配置  2.1 1.17 2.2 1.09 0.968
④外部の研修に派遣  2.5 0.74 2.5 0.72 0.584

**P＜0.01　　*P＜0.05
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（表 4）　WLB 支援制度の 2013 年と 2015 年の比較

前回（2013 年） 今回（2015 年）
平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 p 値

1．働く時間の長さが選べる 3.8 3.08 3.5 2.86 0.859

①短時間正職員 1.7 1.43 1.6 1.41 0.962
②変形労働時間 2.0 1.25 1.6 1.43 0.290
③ワークシェアリング 0.4 1.04 0.4 0.75 0.504

2．働く時間帯・曜日が選べる 2.6 2.81 3.4 3.06 0.308

①複数の勤務時間帯から選ぶ 1.1 1.28 1.1 1.36 0.981
②時差出勤 1.2 1.33 1.7 1.39 0.242
③フレックスタイム 0.4 0.88 0.8 1.21 0.278

3．交代制の働き方が選べる 6.6 3.75 6.1 3.66 0.694

①同一の病棟内で 2 交代、3 交代の選択 1.3 1.28 1.3 1.35 0.908
②夜勤をする時間帯の選択 1.0 1.28 1.1 1.37 0.843
③夜勤の回数の選択 1.8 1.27 1.7 1.14 0.670
④日勤のみ勤務、夜勤のみ勤務 2.3 1.11 1.9 1.18 0.125

4．働く場所が選べる 1.1 1.36 0.7 1.03 0.400

①勤務地限定制度 1.1 1.36 0.7 1.03 0.400

5．業務にバリエーションがある 4.0 2.42 3.1 2.61 0.394

①裁量労働制 0.2 0.71 0.1 0.26 0.930
②病院に勤務しながら学校などで講義を担当 2.0 1.22 1.8 1.30 0.733
③病院に勤務しながら対外活動を行う 1.9 1.19 1.3 1.26 0.118

6．常勤と非常勤、勤務形態が選べる 2.1 1.22 2.4 1.23 0.288

①雇用形態や勤務形態の変更が容易 2.1 1.22 2.4 1.23 0.288

7．各種の「使える」休暇制度がある 7.3 5.07 8.8 5.21 0.489

①ボランティア休暇 1.5 1.47 1.4 1.54 0.869
②スクールイベント休暇 0.3 0.77 0.4 0.97 0.871
③就学や留学などのための休職制度 1.8 1.30 1.7 1.39 0.684
④法定以上の育児・介護休業制度 1.5 1.47 2.0 1.43 0.327
⑤男性のための配偶者出産特別休暇 2.5 1.08 2.5 1.01 0.553
⑥子どもの学校休業期間の休暇・時間休 0.8 1.29 0.8 1.30 0.804
⑦休暇積立制度 0.6 1.18 0.5 1.10 0.560

8．復職支援制度がある 5.0 2.94 4.6 3.80 0.749

① e ラーニング 1.5 1.22 1.4 1.46 0.839
②個別対応研修 1.7 1.18 1.7 1.38 0.813
③復職研修 2.0 1.11 1.5 1.40 0.212
④短時間勤務の研修生として雇用 0.6 0.98 0.3 0.77 0.300

9．パート職員・非常勤職員の待遇 4.7 2.68 4.4 3.29 0.949

①パート職員から短時間正職員化 1.2 1.24 1.0 1.24 0.422
②同一価値労働・同一賃金の原則 1.4 1.38 1.6 1.56 0.809
③福利厚生、教育制度の整備 2.3 0.91 2.1 1.20 0.794

10．経済的支援 4.7 2.61 3.5 2.39 0.329

①保育費、ベビーシッター費、介護サービスの利用料補助 1.2 1.31 0.7 1.14 0.137
②育児・介護による休業中の給与の一部補助 2.0 1.32 1.3 1.43 0.140
③就学・進学による学費補填 1.6 1.37 1.8 1.31 0.735

11．子育て支援 2.4 2.71 4.4 2.87 0.046*

①院内保育所・病児保育・夜間保育 1.5 1.39 2.2 1.22 0.103
②学童保育 0.2 0.60 0.5 0.84 0.174
③院内保育所から幼稚園への送迎 0.0 0.21 0.3 0.56 0.107
④親に代わり病児の迎え 0.0 0.21 0.1 0.31 0.498
⑤勤務時間以外の「リフレッシュ保育」 0.8 1.23 1.2 1.47 0.327

12．相談支援 2.5 2.12 3.8 2.44 0.065

① WLB 相談窓口の設置 1.2 1.23 1.9 1.27 0.120
② WLB 支援制度の説明会等 1.4 1.09 2.0 1.28 0.113

**P＜0.01　　*P＜0.05
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（± 2.87）点に上昇し，有意差（p ＝ 0.046）を認

めた．その他の 4 カテゴリーは，0.3～1.5 点程度の

上昇がみられたが，有意差は認められなかった．平

均点の上昇したカテゴリーの項目では，0～0.7 点の

平均点の上昇がみられた．

　2013 年より 2015 年の平均点が低下したカテゴ

リーは，「働く時間の長さが選べる」「交代制の働き

方が選べる」「働く場所が選べる」「業務にバリエー

ションがある」「復職支援制度がある」「パート職

員・非常勤職員の待遇」「経済的支援」の 7 カテゴ

リーで，0.3～1.2 点の低下がみられた．項目別には，

「同一価値労働・同一賃金の原則」「就学・進学に

よる学費補填」に 0.2 点の上昇がみられた他は，0

～0.5 点の低下がみられた．いずれの場合も，有意

差は認められなかった．

　（4）基盤制度と支援制度の関連について

　2015 年の基盤制度と支援制度の関連について，

相関係数を算出した（表 5）．その結果，「労働安全

衛生」と「業務にバリエーションがある」（相関係

数 0.639，有意水準 5％）に相関関係がみられた．

　また，「夜勤・交代制勤務の改善」は，「働く時間

の長さが選べる」（相関係数 0.570，有意水準 5％），

「交代制の働き方が選べる」（相関係数 0.514，有意

水準 5％），「働く場所が選べる」（相関係数 0.554，

有意水準 5％），「使える休暇制度がある」（相関係

数 0.627，有意水準 5％），「復職支援制度がある」（相

関係数 0.614，有意水準 5％）に相関関係がみられた．

　「人事制度」では，「働く時間帯・曜日が選べる」

（相関係数 0.706，有意水準 1％），「使える休暇制

度がある」（相関係数 0.581，有意水準 5％），「子育

て支援」（相関係数－0.514，有意水準 5％）に相関

関係がみられた．

　「教育研修制度」は，「働く時間帯・曜日が選べる」

（相関係数 0.595，有意水準 1％），「交代制の働き

方が選べる」（相関係数 0.644，有意水準 1％），「業

務にバリエーションがある」（相関係数 0.785，有意

水準 1％），「パート職員の待遇」（相関係数 0.728，

有意水準 1％）に相関関係がみられた．

４ ．考察

　（1）推進体制について

　病院として WLB に組織的に取り組んでいるかど

うかについては，「取り組んでいる」と回答した施

設は，2013 年が 23.3％（7 件）であったが，2015

年は，50.0％（12 件）であった．「取り組んでいない」

と回答している施設の割合はあまりかわらないこと

から，「まあまあ取り組んでいる」という施設が「取

り組んでいる」に移行した結果と思われる．また，

看護部として WLB に組織的に取り組んでいるかど

うかについては，「取り組んでいない」と回答した

施設は，1 件（4.2％）であり，看護部での取り組み

（表 5）2015 年の基盤制度と支援制度の関連
1． 働 く
時間の長
さが選べ
る

2． 働 く
時間帯・
曜日が選
べる

3． 交 代
制の働き
方が選べ
る

4． 働 く
場所が選
べる

5． 業 務
に バ リ
エーショ
ンがある

6． 常 勤
と非常勤
が選べる

7．各種の
「使える」
休 暇 制 度
がある

8． 復 職
支援制度
がある

9． パ ー
ト職員・
非常勤職
員の待遇

10．経済
的支援

11．子育
て支援

12．相談
支援

1．労働安全衛生
相関係数

N
0.139
15

0.527
14

－0.040
16

0.205
12

.639*

10
－0.479

14
0.441
12

0.566
9

0.000
8

－0.161
13

0.326
11

0.074
14

2．労働時間管理
相関係数

N
－0.057

15
－0.081

14
－0.068

16
－0.258

11
－0.076

7
－0.207

15
0.027
12

0.318
10

0.069
8

－0.268
14

－0.276
13

0.161
15

3．夜勤・交代制勤務の改善
相関係数

N
.570*

17
0.454
16

.514*

19
.554*

14
0.403
11

－0.032
17

.627*

14
.614*

12
0.515
11

－0.089
16

－0.139
14

0.317
17

4． 医療安全 
・リスクマネジメント

相関係数
N

0.400
19

0.410
18

0.000
21

0.401
15

－0.047
12

－0.013
19

0.394
16

0.484
13

0.366
12

－0.095
18

－0.099
16

0.383
19

5．人事制度
相関係数

N
0.334
19

.706**

18
0.407
21

0.214
15

0.368
12

－0.131
19

.581*

16
0.443
13

0.552
12

0.196
18

－.514*

16
0.085
19

6．教育研修制度
相関係数

N
0.276
20

.595**

19
.644**

21
0.419
15

.785**

12
0.148
20

0.437
17

0.430
14

.728**

12
0.254
19

－0.026
17

0.401
20

**．相関係数は 1% 水準で有意　*．相関係数は 5％水準で有意
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は，推進されている傾向にあった．

　さらに，WLB を検討する委員会組織の有無につ

いては，病院の取り組みと同様に，「まあまあ取り

組んでいる」という施設が「取り組んでいる」に移

行した傾向にあると思われる．

　このことは，WLB の実現のためには，組織的取

り組みが必要であるということ10）11），2014 年 10 月

より，医療法の一部改正によって，医療従事者の勤

務環境の改善等に関する事項として，法的に整備さ

れたということ，「看護職の WLB 推進ワークショッ

プ」の活動の最初の段階が推進体制の整備からはじ

まるものであることから，少なくとも 11 病院は，

推進体制を整備していたことが影響していたものと

考えられる．

　（2）基盤制度における 2013 年と 2015 年の比較

基盤制度の 6 カテゴリー全てにおいて，2013 年よ

り 2015 年の平均点が高い結果であった．項目別で

も，「インフルエンザの予防接種補助」「外部相談機

関の利用勧奨」の平均点が 0.1 点低下した以外は，

すべての項目で，2013 年より 2015 年の平均点が高

かった．

　このことは，組織が WLB を実現するための管理

システムとして，WLB 推進体制を整備し，その後，

WLB を実現するための制度（WLB 制度）を導入

していく際に，配置や異動，働き方，評価などの「基

盤制度」である人事管理システムが整備されている

必要性があるためと考えられる．WLB の取り組み

は 2 階建てと言われており，2 階の部分は，多様な

働き方に関する制度の充実や運用であり，1 階の部

分では，組織の人事労務管理や福利厚生にあたる「基

盤制度」であるため，日常的な労働時間や休暇など

の働き方に関する「1 階建て部分」の充実がなけれ

ば，WLB の関連諸制度が利用しやすい環境とはな

らない12）と言われているため，施設で基盤整備が推

進された結果と考えられる．

　（3）支援制度における 2013 年と 2015 年の比較

　支援制度の 12 カテゴリーにおいて，「働く時間帯・

曜日が選べる」「常勤と非常勤，勤務形態が選べる」

「各種の使える休暇制度がある」「子育て支援」「相

談支援」で，2013 年より 2015 年の平均点が高くなっ

ていた．

　特に「子育て支援」は，2013 年に 2.4（± 2.71）

点であったが，2015 年は 4.4（± 2.87）点に上昇し，

有意差（p ＝ 0.046）を認めた．中でも「院内保育所・

病児保育・夜間保育」の平均点が大幅に上昇してい

ることは，その影響が考えられる．看護師も核家族

世帯が多くなり，院内保育所・病児保育・夜間保育

などの需要も高まると同時に，子ども・子育て支援

法等の影響もあり，「子育て支援」の得点の上昇に

繋がったものと考えられる．

　平均点が低下したカテゴリーの中で「働く時間の

長さが選べる」「交代制の働き方が選べる」「働く場

所が選べる」「業務にバリエーションがある」「復職

支援制度がある」「パート職員・非常勤職員の待遇」

「経済的支援」の 7 カテゴリーで，0.3～1.2 点の低

下がみられた．このことについては，WLB を実現

するためには働き方の柔軟化を進める必要があると

いわれている13）が，「短時間正職員」「日勤のみ勤務，

夜勤のみ勤務」「パート職員から短時間正職員化」

などの点数が低下していることから，働き方の柔軟

化は進んでいないことが推察される．

　（4）基盤制度と支援制度の関連について

　基盤制度と支援制度の関係について，西岡14）が，

「支援制度と基盤制度は，有意な相関関係にある」

ことを報告し，基盤制度の整備が進んでいる企業ほ

ど支援制度の整備も進んでいることを明らかにして

いる．

　「人事制度」の項目は，評価制度や目標管理の導入，

給与制度の整備などであり，これらが整備されてい

る施設ほど「働く時間帯・曜日が選べる」「各種の

使える休暇制度」が整備されていることが考えられ，

働き方を選択できる傾向にあると考えられる．「子

育て支援」には負の相関関係が認められたことから，

子育て時期の評価制度や目標管理などは整備されて

いない，もしくは，緩やかな支援となっているもの

と考えられる．
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　また，「教育研修制度」の項目は，キャリア形成

支援や資格取得支援などであるが，これらが，整備

されている施設ほど，「業務にバリエーションがあ

る」「パート職員・非常勤職員の待遇」「働く時間帯・

曜日が選べる」「交代制の働き方が選べる」の制度

が整っている傾向にあり，キャリア形成を行うこと

について，柔軟な勤務が選択できる傾向にあると考

えられる．

　さらに，「夜勤・交代制勤務の改善」の項目は，

仮眠の確保，時間間隔の確保，夜勤時間の短縮など

があるが，これらが整備されている施設ほど，「働

く時間の長さが選べる」，「交代制の働き方が選べ

る」，「働く場所が選べる」，「各種の使える休暇制度

がある」，「復職支援制度がある」という支援制度が

整っているという傾向にあるといえる．このことは，

夜勤者の確保に困難を感じている病院施設が多く，

2013 年 2 月に発刊された『夜勤・交代制勤務に関

するガイドライン』から，看護職員の夜勤負担の軽

減など，根拠に基づいて，夜勤・交代制勤務を積極

的に改善しようと取り組んでいるものと考えられる．

　しかし，「労働時間管理」と支援制度の間に，有

意な相関が認められないことは，基盤制度の整備，

支援制度の整備ともに十分ではないことを表してい

るものと考えられる．

５ ．研究の限界と課題

　今回の調査では，24 施設（回答率 53.3％）の回

答であったことから，鳥取県の傾向が網羅できたと

はいえない．今回の調査を基礎データとし，今後，

回収率を高める工夫と継続した調査研究として取り

組んでいくことが課題と考えられる．

６ ．まとめ

　今回，鳥取県の病院における看護職の WLB 推進

体制と WLB 制度の 2 年間の変化を明らかにするこ

とができ，以下の結論を得た．

　（1）基盤制度（6 カテゴリー）における平均点は，

2013 年よりも 2015 年の方が高く，基盤制度が整備

されている傾向にあった．

　（2）支援制度（12 カテゴリー）において，5 カテ

ゴリー（「働く時間帯・曜日が選べる」「常勤と非常

勤，勤務形態が選べる」「各種の使える休暇制度が

ある」「子育て支援」「相談支援」）で，2013 年より

2015 年の平均点が高く，特に「子育て支援」は

2015 年が有意に高かった．

　（3）基盤制度と支援制度の関連について

　「労働安全衛生」と「業務にバリエーションがあ

る」，「夜勤・交代制勤務の改善」と「働く時間の

長さが選べる」他 4 カテゴリー，「人事制度」と「働

く時間帯・曜日が選べる」他 2 カテゴリー，「教育

研修制度」と「働く時間帯・曜日が選べる」他 2 カ

テゴリーで中等度から強い相関関係が認められた．
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